
使用料の見直し（案）
（単位：百万円）

値上率
変更後の
使用料

効果額 値上率
変更後の
使用料

効果額 値上率
変更後の
使用料

効果額

1
テクノスポー
ツドーム

41 237 ▲ 196

アリーナ
（２時間）
ランニング
（１回）
トレーニング
（２時間）

210円

100円

410円

100円

50円

210円

17.4% 50% 2.9倍

610円

290円

1,190円

78 1.5倍

320円

150円

620円

20 1.5倍

320円

150円

620円

20

2
魚津桃山運動
公園

7 123 ▲ 116

陸上競技場
（２時間）
野球場
（練習１時間）
テニスコート
（１時間）
屋内グラウンド
（全面１時間）

100円

620円

410円

1,020円

50円

310円

210円

510円

5.9% 50% 8.5倍

850円

5,270円

3,490円

8,670円

54 1.5倍

150円

930円

620円

1,530円

3
4.2倍

(テニスＣ
・屋内Ｇ

は2倍)

420円

2,604円

820円

2,040円

11

3 天神山野球場 0 5 ▲ 5 4.6% 50% 13.2倍

2,900円

4,360円

2,500円

11,750円

2
13.2倍
(照明は

3倍)

2,900円

4,360円

2,500円

2,670円

2
13.2倍
(照明は

3倍)

2,900円

4,360円

2,500円

2,670円

2

4
新川学びの森
天神山交流館

12 119 ▲ 106 10.3% 50% 4.9倍
10,580円

20,680円

47 1.5倍
3,240円

6,330円

6 2.4倍
5,180円

10,120円

17

5 埋没林博物館 13 101 ▲ 88 12.9% 25% 1.9倍

990円

490円 11 1.5倍

780円

390円 6 1.5倍

780円

390円 6

6 水族博物館 78 209 ▲ 131 37.3% 50% 1.3倍

980円

530円

130円

23 1.3倍

980円

530円

130円

23 1.3倍

980円

530円

130円

23

計 215 60 79

※新川学びの森天神山交流館を廃止した場合の効果額 62

施設名称
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受益者負担割合 値上げ率と効果額（収入増加額）

機能等 一般
児童
生徒

現
在

（
施
設
分
類
上
）

適
正
な
割
合

考え方（案）に基づく試算
（緩和措置を行わない場合）

見直し（案）①
（緩和措置を原則、

現行料金の1.5倍とする案）

見直し（案）②
（見直し後の受益者負担割合が
概ね適正な割合の半分以上に

なるように調整した案）

主な利用料金設定

８時～12時 （一面） 　220円

12時～18時 （一面） 　330円

18時～21:30（一面） 　190円

夜間照明　 （２時間） 890円

１日（９時～22時）
小研修室・小練習室　2,160円

合奏室　　　　　　　4,220円

一般                  520円

小中学生 ※           260円
（※土・日・祝無料）

一般 750円

小中学生 410円

幼児 100円
（市内中学生以下は無料）

※支出は直接人件費を除く、
　（＝賃金や指定管理費内の人件費を含む）
　減価償却費を含む。

資料№３

使用料が１人あたりの設定ではなく、低廉なため、緩
和措置の上限を超えた値上げを行う。

使用料適正化の考え方に基づくと、必要な値上率が
1.3倍となるため、それ以上の値上げは行わない。


